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【 主な事例 】 

 友人からメールがきたので中を見たら変な画面が表示され、以後コンピュータウイルスの影響

でコンピュータの動きがおかしい。 

 

【コンピュータウイルスとは】 

第三者のプログラムやデータベースに対して

意図的に何らかの被害を及ぼすように作られた

プログラムで、伝染、潜伏、発病などの機能を有

しているものがあります。 

具体的には、 

・コンピュータにあるプログラム、データなどのファイルを破壊したり、設計者の意図しない動

作をさせる。 

・他のコンピュータに感染することにより、他のコンピュータについても破壊活動を行う。 

などがあげられます。 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

《出典：福井県警察ホームページ》（http://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/） 

     

 

 

メールに添付されているファイルはすぐに開かないで！ 

 

感染したかも 

 

感染しない 

ために 

・ネットワークによる感染を防ぐため、コンピュータをネットワークから切り離しましょう。 

・ウイルスチェックなどでウイルスの種類を確認し、ウイルスがあれば除去しましょう。 

・ウイルスが除去できない場合などは、ＯＳの再インストールを行うことも検討しましょう。 

・ＯＳやソフトウェアについて、最新のセキュリティパッチを適用するようにしましょう。 

・ウイルス対策ソフトなどを利用して、ウイルスの侵入を防ぎましょう。 

・不審なメールやファイルなど開かないようにしましょう。 

・セキュリティレベルを下げないと使用できないようなソフトウェアについては、使用しな

いことも検討しましょう。 

本メールに関して御質問、お問い合わせがある場合は下記まで御連絡ください。 

 【担当】福井県安全環境部県民安全課  

    電話：0776-20-0745（直通）メール：kenan@pref.fukui.lg.jp 

 

被害が深刻になる前に悩まず、最寄りの警察署に相談を！！ 

mailto:kenan@pref.fukui.lg.jp

